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(57)【要約】
【課題】　従来、使用者が自ら空取りを行うことにより
、区切りとなる画像を作成して、既に撮影した複数の画
像を分類して整理するため、手間がかかった。
【解決手段】　ＣＰＵ１１は、前回撮影してメモリーカ
ード２６に記録されている第１画像の最終コマの撮影日
と、今回撮影した第１画像の撮影日とが、同じであるか
否かを判別する（Ｓ２１）。各撮影日が違って、このＳ
２１の判別が“ＮＯ”である場合、ＣＰＵ１１は、撮像
素子駆動回路１９に対してＣＣＤ駆動指示を出力し（Ｓ
２２）シャッター１７が閉じた状態で撮像素子１８から
得られる撮像信号によって第２画像を生成する。その後
、ＣＰＵ１１は、第２画像に日付画像を重畳し（Ｓ２３
）、画像ファイル記録指示を行って（Ｓ２４）、日付画
像が重畳した第２画像をメモリーカード２６に記録し、
複数の第１画像を第２画像によって日付で区切る。
【選択図】　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光学系によって被写体光を開口手段を介して取り込んで撮像手段に結像させて第１画像
を生成する第１画像生成手段と、
　前記第１画像と識別可能な第２画像を生成するか否かを判断する第２画像生成判断手段
と、
　この第２画像生成判断手段によって前記第２画像を生成すると判断されると前記第２画
像を生成する第２画像生成手段と、
　前記第１画像生成手段によって生成された複数の前記第１画像を前記第２画像生成手段
によって生成された前記第２画像で区切って記憶媒体に記憶する記憶手段と
　を備えることを特徴とするカメラ。
【請求項２】
　請求項１に記載のカメラにおいて、
　前記第２画像生成判断手段は、前記第１画像生成手段によって前回生成された前記第１
画像の生成日と今回生成された前記第１画像の生成日とが異なる場合、または、前記第１
画像生成手段によって前回生成された時に用いられた撮影機材と今回生成された時に用い
られた撮影機材とが異なる場合に、前記第２画像を生成する判断をする
　ことを特徴とするカメラ。
【請求項３】
　請求項２に記載のカメラにおいて、
　前記第２画像生成手段は、前記第１画像生成手段によって前回生成された前記第１画像
の生成日と今回生成された前記第１画像の生成日とが異なって前記第２画像生成判断手段
により前記第２画像を生成すると判断された場合、生成日情報を含んだ前記第２画像を生
成し、前記第１画像生成手段によって前回生成された時に用いられた撮影機材と今回生成
された時に用いられた撮影機材とが異なって前記第２画像生成判断手段により前記第２画
像を生成すると判断された場合、撮影機材情報を含んだ前記第２画像を生成する
　ことを特徴とするカメラ。
【請求項４】
　請求項３に記載のカメラにおいて、
　前記第２画像生成手段は、前記第１画像生成手段によって前回生成された前記第１画像
の生成日と今回生成された前記第１画像の生成日とが異なり、かつ、前記第１画像生成手
段によって前回生成された時に用いられた撮影機材と今回生成された時に用いられた撮影
機材とが異なって前記第２画像生成判断手段により前記第２画像を生成すると判断された
場合、生成日情報および撮影機材情報を含んだ前記第２画像を生成する
　ことを特徴とするカメラ。
【請求項５】
　請求項４に記載のカメラにおいて、
　前記第２画像生成手段は、前記第２画像に表示する生成日情報と撮影機材情報とを異な
る色で表現する
　ことを特徴とするカメラ。
【請求項６】
　請求項１に記載のカメラにおいて、
前記記憶手段によって前記第２画像が記憶媒体に記憶された後に、前記第２画像で区切ら
れることによってファイル名の順番が変わった前記第１画像、およびこの第１画像を区切
る前記第２画像に、連続する新たなファイル名を付与する付与手段を備えた
　ことを特徴とするカメラ。
【請求項７】
　請求項１に記載のカメラにおいて、
　前記第２画像生成判断手段は、前記第１画像生成手段によって連写撮影が行われて連続
する複数の前記第１画像が生成された場合に、前記第２画像を生成する判断をする



(3) JP 2010-50705 A 2010.3.4

10

20

30

40

50

　ことを特徴とするカメラ。
【請求項８】
　請求項７に記載のカメラにおいて、
　前記第１画像生成手段によって連写撮影が行われて連続する複数の前記第１画像が生成
されて前記第２画像生成判断手段により前記第２画像を生成すると判断された場合、前記
記憶手段によって連続する複数の前記第１画像の前に前記第２画像が記憶された後に、フ
ァイル名の順番が、前記第２の画像が、連続する複数の前記第１画像の前になるファイル
名を付与する付与手段を備えた
　ことを特徴とするカメラ。
【請求項９】
　請求項８に記載のカメラにおいて、
　前記第１画像生成手段によって連写撮影が行われて連続する複数の前記第１画像が生成
されて前記第２画像生成判断手段により前記第２画像を生成すると判断された場合、前記
記憶手段によって連続する複数の前記第１画像の前および後に複製された前記第２画像が
記憶された後に、ファイル名の順番が、複製された前記第２の画像が、連続する複数の前
記第１画像の前および後になるファイル名を付与する付与手段を備えた
　ことを特徴とするカメラ。
【請求項１０】
　請求項１に記載のカメラにおいて、
　音声を認識する音声認識手段を備え、
　前記第２画像生成判断手段は、前記音声認識手段によって認識された音声が前記第１画
像生成手段によって生成された前記第１画像に関連づけられた場合に、前記第２画像を生
成する判断をする
　ことを特徴とするカメラ。
【請求項１１】
　請求項１０に記載のカメラにおいて、
　前記音声認識手段によって認識された音声を文字に変換する変換手段を備え、
　前記第２画像生成手段は、前記変換手段が変換した文字を含んだ前記第２画像を生成す
る
　ことを特徴とするカメラ。
【請求項１２】
　請求項１から請求項１１のいずれか１項に記載のカメラにおいて、
　前記第２画像生成手段は、前記開口手段が閉じた状態で前記撮像手段から得られる撮像
信号によって前記第２画像を生成する
　ことを特徴とするカメラ。
【請求項１３】
　請求項１から請求項１１のいずれか１項に記載のカメラにおいて、
　前記第２画像生成手段は、所定の画像データに基づいて前記第２画像を生成する
　ことを特徴とするカメラ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光学系によって被写体光を開口手段を介して取り込んで撮影手段に結像させ
て複数の画像を生成するカメラに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種のカメラとしては、例えば、特許文献１に開示されたディジタルスチルカ
メラがある。このカメラは、複数のグループおよび各グループに含まれている画像につい
ての内容の確認や所望の画像の発見を、画面上で簡単かつ迅速に行う表示制御装置を備え
ている。この表示制御装置は、画像データに付与された特徴情報、例えば、時期情報、場
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所情報、カテゴリ情報などに基づいて、多数の画像データをグループに分類する。その後
、各グループの特性としての代表画像を表示するための表示用枠を、液晶ディスプレイに
表示し、表示用枠内へのポインタの移動を検出したときに、スライドショーを開始して、
グループ内の複数の画像を液晶ディスプレイに順次表示する。
【特許文献１】特開２００６－１４６７５５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、特許文献１に開示された上記従来のカメラでは、撮影された複数の画像
を分類するために、画像データに付与された特徴情報、例えば、時期情報、場所情報、カ
テゴリ情報などに基づいて、多数の画像データをグループに分類するアルゴリズムが必要
となる。このため、そのアルゴリズムを実現するシステムが複雑になるため、特許文献１
に開示された上記従来のカメラでは、安価にカメラを構成することができない。
【０００４】
　また、一般的に、デジタルカメラで撮影される複数の画像は、従来の銀塩式カメラのよ
うにフィルムを必要としないため、多量に生成され、画像データの分類及び整理が煩雑に
なっていた。特に、サムネイル一覧画像として多数の画像がビュアーソフトによって外部
モニタに一連で表示される場合、例えば、旅行での日付の区切りや、一眼レフ式デジタル
カメラのレンズといった撮影機材を交換した場合の区切りなどがわからず、画像データの
分類及び整理が煩雑になっていた。このような場合、従来、使用者が自ら空取りを行うこ
とにより、既に撮影した複数の画像に対して区切りとなる画像を作成して、既に撮影した
複数の画像を分類して整理していたが、非常に手間がかかり、利便性に欠けていた。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　請求項１に係る本発明はこのような課題を解決するためになされたもので、
光学系によって被写体光を開口手段を介して取り込んで撮像手段に結像させて第１画像を
生成する第１画像生成手段と、
第１画像と識別可能な第２画像を生成するか否かを判断する第２画像生成判断手段と、
この第２画像生成判断手段によって第２画像を生成すると判断されると第２画像を生成す
る第２画像生成手段と、
第１画像生成手段によって生成された複数の第１画像を第２画像生成手段によって生成さ
れた第２画像で区切って記憶媒体に記憶する記憶手段と
を備え、カメラを構成した。
【０００６】
　本構成によれば、第１画像生成手段によって生成された複数の第１画像は、記憶手段に
より、第２画像生成手段によって生成された第２画像で区切られて記憶媒体に記憶される
。このため、撮影された複数の第１画像は、第２画像に基づいて、カメラによって自動的
に分類され、グループ化されて整理される。従って、使用者は、撮影した複数の第１画像
を分類して整理するため、従来のように、自ら空取りを行うことによって撮影した複数の
第１画像の区切りとなる画像を作成して、複数の第１画像を分類する必要はない。このた
め、既に撮影した複数の画像を分類する手間がかからなくなり、撮影した画像データの分
類および整理のうえで利便性が向上する。また、使用者は、撮影した複数の第１画像の中
から第２画像を確認することにより、撮影した複数の第１画像を、第２画像で区切られた
グループごとに認識することで、一目で容易に複数の画像全体を把握することができ、ま
た、所望の特定の画像を容易かつ迅速に、検索して発見することができる。また、従来の
特許文献１に開示されたカメラのように、複数の画像を分類する複雑なアルゴリズムを実
現するシステムも必要なく、安価にカメラを構成できる。
【０００７】
　また、請求項２に係る本発明は、請求項１に記載のカメラにおいて、
第２画像生成判断手段が、第１画像生成手段によって前回生成された第１画像の生成日と
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今回生成された第１画像の生成日とが異なる場合、または、第１画像生成手段によって前
回生成された時に用いられた撮影機材と今回生成された時に用いられた撮影機材とが異な
る場合に、第２画像を生成する判断をする
ことを特徴とする。
【０００８】
　本構成によれば、第１画像生成手段によって前回生成された第１画像の生成日と今回生
成された第１画像の生成日とが異なる場合には、第１画像生成手段によって生成された複
数の第１画像は、記憶手段により、第２画像生成手段によって生成された第２画像で区切
られて記憶媒体に記憶され、時系列に自動的に分類される。このため、従来のように、使
用者が自ら時系列に空取りを行うことにより、撮影した複数の第１画像を時系列に分類す
る手間は必要なくなる。
【０００９】
　また、第１画像生成手段によって前回生成された時に用いられた撮影機材と今回生成さ
れた時に用いられた撮影機材とが異なる場合には、第１画像生成手段によって生成された
複数の第１画像は、記憶手段により、第２画像生成手段によって生成された第２画像で区
切られて記憶媒体に記憶され、撮影機材ごとに自動的に分類される。このため、従来のよ
うに、使用者が撮影機材を交換するごとに自ら空取りを行うことにより、撮影した複数の
第１画像を撮影機材ごとに分類する手間は必要なくなる。
【００１０】
　また、請求項３に係る本発明は、請求項２に記載のカメラにおいて、
第２画像生成手段が、第１画像生成手段によって前回生成された第１画像の生成日と今回
生成された第１画像の生成日とが異なって第２画像生成判断手段により第２画像を生成す
ると判断された場合、生成日情報を含んだ第２画像を生成し、第１画像生成手段によって
前回生成された時に用いられた撮影機材と今回生成された時に用いられた撮影機材とが異
なって第２画像生成判断手段により第２画像を生成すると判断された場合、撮影機材情報
を含んだ第２画像を生成する
ことを特徴とする。
【００１１】
　本構成によれば、第１画像生成手段によって前回生成された第１画像の生成日と今回生
成された第１画像の生成日とが異なる場合には、撮影された複数の第１画像は、記憶手段
により、生成日情報を含んだ第２画像で区切られて記憶媒体に記憶される。このため、撮
影された複数の第１画像は生成日ごとに自動的に分類され、使用者は、撮影した複数の第
１画像の中から第２画像に表示された生成日を確認することにより、撮影した複数の第１
画像を生成日ごとに一目で容易に把握することができる。
【００１２】
　また、第１画像生成手段によって前回生成された時に用いられた撮影機材と今回生成さ
れた時に用いられた撮影機材とが異なる場合には、撮影した複数の第１画像は、記憶手段
により、撮影機材情報を含んだ第２画像で区切られて記憶媒体に記憶される。このため、
撮影された複数の第１画像は撮影機材ごとに自動的に分類され、使用者は、撮影した複数
の第１画像の中から第２画像に表示された撮影機材情報を確認することにより、撮影した
複数の第１画像を撮影に用いた撮影機材ごとに一目で容易に認識することができる。
【００１３】
　また、請求項４に係る本発明は、請求項３に記載のカメラにおいて、
第２画像生成手段が、第１画像生成手段によって前回生成された第１画像の生成日と今回
生成された第１画像の生成日とが異なり、かつ、第１画像生成手段によって前回生成され
た時に用いられた撮影機材と今回生成された時に用いられた撮影機材とが異なって第２画
像生成判断手段により第２画像を生成すると判断された場合、生成日情報および撮影機材
情報を含んだ第２画像を生成する
ことを特徴とする。
【００１４】
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　本構成によれば、第１画像生成手段によって前回生成された第１画像の生成日と今回生
成された第１画像の生成日とが異なり、かつ、第１画像生成手段によって前回生成された
時に用いられた撮影機材と今回生成された時に用いられた撮影機材とが異なる場合には、
記憶手段により、生成日情報および撮影機材情報を含んだ第２画像で生成日ごとまたは撮
影機材ごとに区切られて記憶媒体に記憶される。このため、撮影された複数の第１画像は
、生成日情報および撮影機材情報を含んだ第２画像で生成日ごとまたは撮影機材ごとに自
動的に区切られて分類され、使用者は、撮影した複数の第１画像の中から第２画像に表示
された生成日情報または撮影機材情報を確認することにより、撮影した複数の第１画像を
生成日ごとまたは撮影機材ごとに一目で容易に認識することができる。
【００１５】
　また、請求項５に係る本発明は、請求項４に記載のカメラにおいて、
第２画像生成手段が、第２画像に表示する生成日情報と撮影機材情報とを異なる色で表現
する
ことを特徴とする。
【００１６】
　本構成によれば、使用者は、異なる色で表現される、第２画像の生成日情報と撮影機材
情報とを一目で識別することができ、撮影した複数の第１画像を生成日ごとまたは撮影機
材ごとに分類して容易に把握することができる。
【００１７】
　また、請求項６に係る本発明は、請求項１に記載のカメラにおいて、
記憶手段によって第２画像が記憶媒体に記憶された後に、第２画像で区切られることによ
ってファイル名の順番が変わった第１画像、およびこの第１画像を区切る第２画像に、連
続する新たなファイル名を付与する付与手段を備えた
ことを特徴とする。
【００１８】
　本構成によれば、付与手段により、第１画像と、この第１画像を区切る第２画像とに連
続する新たなファイル名が付与されるため、第２画像で区切られることによって順番が変
わった各画像のファイル名は、自動的に並び替えられた状態となる。このため、第２画像
が後から複数の第１画像に挿入されても、使用者は自らファイル名を付与し直す操作を行
う必要がなく、利便性が向上し、また、ファイル名の順序を頼りに所望の画像を検索する
ことが容易となる。
【００１９】
　また、請求項７に係る本発明は、請求項１に記載のカメラにおいて、
第２画像生成判断手段が、第１画像生成手段によって連写撮影が行われて連続する複数の
第１画像が生成された場合に、第２画像を生成する判断をする
ことを特徴とする。
【００２０】
　本構成によれば、第１画像生成手段によって連写撮影が行われて連続する複数の第１画
像が生成されて、第２画像生成判断手段によって第２画像を生成する判断がされた場合に
、第２画像生成手段によって第２画像が生成されて、第１画像生成手段によって生成され
た複数の第１画像が区切られる。
【００２１】
　また、請求項８に係る本発明は、請求項７に記載のカメラにおいて、
第１画像生成手段によって連写撮影が行われて連続する複数の第１画像が生成されて第２
画像生成判断手段により第２画像を生成すると判断された場合、記憶手段によって連続す
る複数の第１画像の前に第２画像が記憶された後に、ファイル名の順番が、第２の画像が
、連続する複数の第１画像の前になるファイル名を付与する付与手段を備えた
ことを特徴とする。
【００２２】
　本構成によれば、付与手段は、記憶手段によって連続する複数の第１画像の前に第２画
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像が記憶された後に、ファイル名の順番が、第２の画像が、連続する複数の第１画像の前
になるファイル名を付与する。このため、使用者は、撮影した複数の第１画像の中から第
２画像を確認することにより、その第２画像以降の画像が、連写撮影によって撮影した連
続する複数の第１画像であることを容易に認識することができ、連写撮影した画像群を一
目で容易に把握することができる。
【００２３】
　また、請求項９に係る本発明は、請求項８に記載のカメラにおいて、
第１画像生成手段によって連写撮影が行われて連続する複数の第１画像が生成されて第２
画像生成判断手段により第２画像を生成すると判断された場合、記憶手段によって連続す
る複数の第１画像の前および後に複製された第２画像が記憶された後に、ファイル名の順
番が、複製された第２の画像が、連続する複数の第１画像の前および後になるファイル名
を付与する付与手段を備えた
ことを特徴とする。
【００２４】
　本構成によれば、付与手段は、記憶手段によって連続する複数の第１画像の前および後
に複製された第２画像が記憶された後に、ファイル名の順番が、複製された第２の画像が
、連続する複数の第１画像の前および後になるファイル名を付与する。このため、使用者
は、撮影した複数の第１画像の中から第２画像を確認することにより、その第
２画像で挟まれた画像が、連写撮影によって撮影した連続する複数の第１画像であること
容易に認識することができ、連写撮影した画像群を一目で容易に把握することができる。
【００２５】
　また、請求項１０に係る本発明は、請求項１に記載のカメラにおいて、
音声を認識する音声認識手段を備え、
第２画像生成判断手段が、音声認識手段によって認識された音声が第１画像生成手段によ
って生成された第１画像に関連づけられた場合に、第２画像を生成する判断をする
ことを特徴とする。
【００２６】
　本構成によれば、使用者は、撮影した複数の第１画像のうち、第２画像を挿入したい位
置の第１画像に音声認識手段によって音声を関連づけることにより、所望の位置に第２画
像が挿入されるため、撮影した複数の第１画像を使用者独自に分類および整理することが
できる。また、使用者は、第１画像に関連付けられた音声を聞くことにより、第２画像に
よって区切られた第１画像のグループの内容を識別することができる。
【００２７】
　また、請求項１１に係る本発明は、請求項１０に記載のカメラにおいて、
音声認識手段によって認識された音声を文字に変換する変換手段を備え、
第２画像生成手段は、変換手段が変換した文字を含んだ第２画像を生成する
ことを特徴とする。
【００２８】
　本構成によれば、撮影した複数の第１画像は、記憶手段により、音声から変換された文
字を含んだ第２画像で区切られて記憶媒体に記憶される。このため、使用者は、第１画像
に関連付けられた音声の内容を、聴覚で聞くことなく、第２画像に表示される文字で視覚
的に認識できるため、第２画像によって区切られた第１画像のグループの内容より容易に
識別することができる。
【００２９】
　また、請求項１２に係る本発明は、請求項１から請求項１１のいずれか１項に記載のカ
メラにおいて、
第２画像生成手段が、開口手段が閉じた状態で撮像手段から得られる撮像信号によって第
２画像を生成する
ことを特徴とする。
【００３０】
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　本構成によれば、撮像手段に入射する被写体光は開口手段によって遮られるため、第２
画像は第２画像生成手段によって黒い画像として生成される。このため、撮影された複数
の第１画像は、黒い第２画像によって一目で容易に区切りを認識できる。
【００３１】
　また、請求項１３に係る本発明は、請求項１から請求項１１のいずれか１項に記載のカ
メラにおいて、
第２画像生成手段が、所定の画像データに基づいて第２画像を生成する
ことを特徴とする。
【００３２】
　本構成によれば、使用者は、使用者の好みに応じた画像を所定の画像データとして記憶
手段に記憶しておくことにより、撮影した複数の第１画像に対して、使用者の好みに応じ
た画像を第２画像として挿入できる。このため、使用者は、撮影した複数の第１画像を使
用者の好みに応じた態様で分類および整理することができる。
【発明の効果】
【００３３】
　本発明による画像表示装置によれば、上記のように、撮影された複数の第１画像は、第
２画像に基づいて、カメラによって自動的に分類され、グループ化されて整理される。こ
のため、既に撮影した複数の画像を分類する手間がかからなくなり、撮影した画像データ
の分類および整理のうえで利便性が向上する。また、使用者は、撮影した複数の第１画像
の中から第２画像を確認することにより、撮影した複数の第１画像を、第２画像で区切ら
れたグループごとに認識することで、一目で容易に複数の画像全体を把握することができ
、また、所望の特定の画像を容易かつ迅速に、検索して発見することができる。また、従
来のカメラのように、複数の画像を分類する複雑なアルゴリズムを実現するシステムも必
要なく、安価にカメラを構成できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　次に、本発明をデジタルカメラに適用した場合における最良の実施の形態について説明
する。
【００３５】
　図１は、この最良の実施の形態によるデジタルカメラの構成の概略を示すブロック図で
ある。　
【００３６】
　デジタルカメラ１は、交換レンズ２と本体３とから構成されている。本体３の外側には
、レリーズボタン９と、デジタルカメラ１の各種の設定条件および撮影結果の表示をする
表示部１０とが設けられている。また、デジタルカメラ１は、図示しない電源スイッチ、
撮影者が撮影シーンの希望に応じて露出方法を選択できるダイヤル式選択スイッチ、およ
び撮影時の画像記録の条件を設定する画像記録設定スイッチを備えている。
【００３７】
　交換レンズ２は、本体３に着脱自在な撮影機材を構成しており、光学系を構成するレン
ズ５に加えて絞り６を備えている。また、この交換レンズ２には、レンズ５の焦点合わせ
をすると共に、絞り６を駆動するレンズ・絞り用駆動制御モータ７が設けられており、ま
た、レンズ５の位置を確認するためのエンコーダー４が設けられている。また、このレン
ズ・絞り用駆動制御モータ７を駆動制御するためのレンズ・絞り用駆動制御回路８や、焦
点距離、開放Ｆナンバーが記録された、図示しない記憶回路が設けられている。
【００３８】
　本体３の内部には、撮影前・撮影時および撮影後のそれぞれ一連動作を司るＣＰＵ（Ce
ntral Processing Unit）１１が設けられている。被写体光はレンズ５を通って本体３内
に入射し、クイックリターンミラー１２により反射される。レンズ５を通ってできる画像
は上下左右が逆さまになっているが、被写体光がクイックリターンミラー１２で反射する
ことで、上下が正常な向きになる。クイックリターンミラー１２で反射した被写体光はさ
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らにペンタプリズム１３で反射させられることで、左右も正常な向きとなり、使用者はフ
ァインダー１６を介して被写体像を正位像として見ることができる。ペンタプリズム１３
を通過した光の一部はハーフミラー１４によって反射され、測光部１５によって検出され
る。ＣＰＵ１１は、この測光部１５で検出した被写体光量に基づいて、レンズ・絞り用駆
動制御回路８によってレンズ・絞り用駆動モーター７を駆動させ、絞り６の開口量を調節
する。これにより、ＣＣＤ（Charge Coupled Devices）によって撮像手段を構成する撮像
素子１８に投影される被写体像の光量が、調節される。また、クイックリターンミラー１
２で反射されずにこれを通過した被写体光は、クイックリターンミラー１２のサブミラー
１２ａによって反射され、焦点検出装置２１によって検出される。ＣＰＵ１１は、焦点検
出装置２１の検出結果に基づき、レンズ５による被写体光の焦点状態を検出する。そして
、検出した被写体光の焦点状態、および、交換レンズ２の記憶回路から送出されてレンズ
情報回路２０に記憶されているレンズ情報等に基づいて、レンズ・絞り用駆動制御回路８
によってレンズ・絞り用駆動モーター７を駆動させ、レンズ５を移動して、撮像素子１８
に投影される被写体像の焦点を合わせ調節をする。
【００３９】
　デジタルカメラ１の使用者がファインダー１６を介して被写体像を見ながら、レリーズ
ボタン９を押すことにより、ＣＰＵ１１がこれを検出し、開口手段を構成するシャッター
１７の幕を開く。ＣＰＵ１１は、さらに、レンズ５および絞り６を通過した被写体光によ
って撮像素子１８に得られる像を、撮像素子駆動回路１９によって撮像する。撮像素子駆
動回路１９によって撮像された被写体像は、ＣＰＵ１１により、撮像信号として画像処理
回路２８へ出力される。画像処理回路２８は、入力された撮像信号に対して所定のアナロ
グ信号処理を施した後、デジタル信号に変換し、ホワイトバランス処理やガンマ補正とい
った所定の画像処理を行う。画像処理回路２８で画像処理された画像データは、ＣＰＵ１
１の制御によってＲＡＭ（ランダム・アクセス・メモリ）で構成される画像メモリ２９に
一旦記録され、画像圧縮部３０によって圧縮される。圧縮された画像データは、画像表示
回路２７によって液晶表示装置からなる表示部１０に表示されると共に、カードエンター
フェイス２５の制御の下、記憶媒体を構成する不揮発性メモリからなるメモリーカード２
６に格納される。カードインターフェイス２５は、ＣＰＵ１１に基づいて制御され、メモ
リーカード２６に対する画像データの書き込みおよび読み出しの制御を行う。また、本体
３の前面に集音部が向けられてマイク２４が設けられており、マイク２４には、ＣＰＵ１
１によって制御される音声処理回路２３が接続されている。音声処理回路２３、マイク２
４、およびＣＰＵ１１は、マイク２４から集音した外部の音声を認識する音声認識手段を
構成する。また、音声処理回路２３およびＣＰＵ１１は、音声認識手段によって認識され
た音声を文字に変換する変換手段を構成する。また、本体３の内部にはＧＰＳ（全地球測
位システム）モジュール２２および無線モジュール３１が設けられている。ＧＰＳモジュ
ール２２は、デジタルカメラ１の位置情報等のようなＧＰＳ情報をＧＰＳ衛星から収集す
る。無線モジュール３１は、外部から無線ＬＡＮ（ローカル・エリア・ネットワーク）規
格の無線情報を得て、外部の無線機器と通信する。
【００４０】
　ＣＰＵ１１、シャッター１７、撮像素子１８、撮像素子駆動回路１９、および画像処理
回路２８は、レンズ５によって被写体光をシャッター１７を介して取り込んで撮像素子１
８に結像させて被写体像を第１画像として生成する第１画像生成手段を構成する。また、
ＣＰＵ１１は、第１画像と識別可能な第２画像を生成するか否かを判断する第２画像生成
判断手段を構成する。また、ＣＰＵ１１、シャッター１７、撮像素子１８、および撮像素
子駆動回路１９は、この第２画像生成判断手段によって第２画像を生成すると判断される
と、第２画像を生成する第２画像生成手段を構成する。本実施形態では、第２画像生成手
段は、シャッター１７が閉じた状態で撮像素子１８から得られる撮像信号によって第２画
像を生成し、後述するような黒画像を第２画像として生成する。また、ＣＰＵ１１および
カードインターフェイス２５は、第１画像生成手段によって生成された複数の第１画像を
、第２画像生成手段によって生成された第２画像で区切ってメモリーカード２６に記憶す
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る記憶手段を構成する。
【００４１】
　また、第２画像生成判断手段を構成するＣＰＵ１１は、図２～図４において後述するよ
うに、第１画像生成手段によって前回生成された第１画像の生成日と、今回生成された第
１画像の生成日とが異なる場合、または、第１画像生成手段によって前回生成された時に
用いられた交換レンズ２と今回生成された時に用いられた交換レンズ２とが異なる場合に
、第２画像を生成する判断をする。
【００４２】
　また、第２画像生成手段は、第１画像生成手段によって前回生成された第１画像の生成
日と今回生成された第１画像の生成日とが異なって第２画像生成判断手段により第２画像
を生成すると判断された場合、生成日情報を含んだ第２画像を生成し、第１画像生成手段
によって前回生成された時に用いられた交換レンズ２と今回生成された時に用いられた交
換レンズ２とが異なって第２画像生成判断手段により第２画像を生成すると判断された場
合、撮影機材情報を含んだ第２画像を生成する。本実施形態では、第２画像生成手段は、
第１画像生成手段によって前回生成された第１画像の生成日と今回生成された第１画像の
生成日とが異なり、かつ、第１画像生成手段によって前回生成された時に用いられた交換
レンズ２と今回生成された時に用いられた交換レンズ２とが異なって第２画像生成判断手
段により第２画像を生成すると判断された場合に、生成日情報および撮影機材情報を含ん
だ第２画像を生成する。この際、第２画像生成手段は、図５において後述するように、第
２画像に表示する生成日情報と撮影機材情報とを異なる色で表現する。
【００４３】
　また、ＣＰＵ１１は、図６において後述するように、記憶手段によって第２画像がメモ
リーカード２６に記憶された後に、第２画像で区切られることによってファイル名の順番
が変わった第１画像、およびこの第１画像を区切る第２画像に、連続する新たなファイル
名を付与する付与手段を構成する。
【００４４】
　また、第２画像生成判断手段を構成するＣＰＵ１１は、図７および図８において後述す
るように、第１画像生成手段によって連写撮影が行われて連続する複数の第１画像が生成
された場合に、第２画像を生成する判断をする。この際、上記の付与手段は、図９におい
て後述するように、記憶手段によって連続する複数の第１画像の前および後に複製された
第２画像が記憶された後に、ファイル名の順番が、複製された第２の画像が、連続する複
数の第１画像の前および後になるファイル名を付与する。
【００４５】
　また、第２画像生成判断手段を構成するＣＰＵ１１は、図１０および図１１において後
述するように、音声認識手段によって認識された音声が第１画像生成手段によって生成さ
れた第１画像に関連づけられた場合に、第２画像を生成する判断をする。この際、第２画
像生成手段は、音声処理回路２３が音声から変換した文字を含んだ第２画像を生成する。
【００４６】
　図２，図３および図４は、被写体像を撮影する際にＣＰＵ１１によって行われる処理の
概略を示すフローチャートである。
【００４７】
　まず、ＣＰＵ１１は日付フラグを初期値である０にリセットする（図２，Ｓ１参照）。
この日付フラグは後述する日付画像が生成されたか否かを識別するために用いられ、日付
画像が生成されると１にセットされる。次に、ＣＰＵ１１は、レリーズボタン９がオンさ
れると、レンズ情報回路２０からレンズ５の焦点距離、開放Ｆナンバー等のレンズ情報を
取得する（Ｓ２）。次に、ＣＰＵ１１は、測光部１５に対して露出決定のための測光処理
を指示すると共に（Ｓ３）、焦点検出装置２１に対してオートフォーカスのための焦点検
出処理を指示する（Ｓ４）。続いて、ＣＰＵ１１は、焦点検出装置２１で検出した焦点に
基づいて、レンズ・絞り用駆動制御回路８に対してレンズ駆動を指示し（Ｓ５）、レンズ
・絞り用駆動モーター７を駆動させて合焦するようにレンズ５を移動させる。また、ＣＰ
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Ｕ１１は、測光部１５で検出した被写体光量に基づいて、レンズ・絞り用駆動制御回路８
に対して絞り駆動を指示し（Ｓ６）、レンズ・絞り用駆動モーター７を駆動させて絞り６
の開口量を調節する。
【００４８】
　次に、ＣＰＵ１１は、クイックリターンミラー１２に対してミラーアップさせる駆動指
示を出力し（Ｓ７）、被写体光をクイックリターンミラー１２を介することなく、撮像素
子１８側に直接入射させる。次に、ＣＰＵ１１は、シャッター１７に対してシャッタ駆動
指示を出力し（Ｓ８）、シャッター１７の先幕を開けると共に、所定時間遅らせて後幕を
閉じる。これにより、シャッター１７を介して撮像素子１８に被写体光が取り込まれる。
引き続いて、ＣＰＵ１１は、撮像素子駆動回路１９に対してＣＣＤ駆動指示を出力し（Ｓ
９）、撮像素子１８に投影される被写体像の画像データを作成させる。その後、ＣＰＵ１
１は、クイックリターンミラー１２に対してミラーダウンさせる駆動指示を出力し（Ｓ１
０）、クイックリターンミラー１２を撮像素子１８の前面に移動させて、再び被写体光を
ファインダ側へ反射させる。次に、ＣＰＵ１１はカードインターフェイス２５に対して画
像ファイル記録指示を出力し（Ｓ１１）、レンズ５を通して撮像素子１８によって撮影さ
れた被写体像を第１画像としてメモリーカード２６に記録する。メモリーカードに記録さ
れる画像ファイルは、Ｅｘｉｆ（Exchangeable Image File Format）規格に従ったＥｘｉ
ｆファイル・フォーマットで作成され、撮影された第１画像データは画像データ部に、Ｓ
２の処理で取得されたレンズ情報や撮影日情報などはヘッダ部に記録される。
【００４９】
　次に、ＣＰＵ１１は、画像ファイルのヘッダ部に記録された撮影日情報を参照し、前回
撮影してメモリーカード２６に記録されている第１画像の最終コマの撮影日と、今回撮影
した第１画像の撮影日とが、同じであるか否かを判別する（図３，Ｓ２１参照）。各撮影
日が違って、このＳ２１の判別が“ＮＯ”である場合、ＣＰＵ１１は、撮像素子駆動回路
１９に対してＣＣＤ駆動指示を出力し（Ｓ２２）、撮影モードを自動的にマニュアルモー
ドに切り換え、シャッター１７が閉じた状態で撮像素子１８から得られる撮像信号によっ
て第２画像を生成する。シャッター１７が閉じた状態では、撮像素子１８に入射する被写
体光が遮断されるため、第２画像は黒色の画像として生成される。この際、ＣＰＵ１１は
、メモリーカード２６の記憶領域を多く使用しないようにするため、画像圧縮部３０の圧
縮率を最小画質の圧縮率に設定すると共に、絞り６による絞りを最大にし、シャッター速
度を最短にする。
【００５０】
　その後、ＣＰＵ１１は、Ｓ２２で生成した第２画像に日付画像を重畳する（Ｓ２３）。
日付画像は、Ｓ９の処理によって今回の撮影により生成された第１画像の生成日を表す画
像で、黒色の第２画像に重畳すると、例えば、図５(ａ)に示すような、黒地に白抜きの文
字で表された生成日情報（０８年０１月２３日）が重畳した第２画像が生成される。次に
、ＣＰＵ１１は、画像ファイル記録指示を行い（Ｓ２４）、日付画像が重畳した第２画像
をメモリーカード２６に記録し、複数の第１画像を第２画像によって日付で区切る。次に
、ＣＰＵ１１は、メモリーカード２６に記録された第１画像および第２画像に対して、フ
ァイル名付与処理を行う（Ｓ２５）。
【００５１】
　つまり、ＣＰＵ１１は、第２画像で区切られることによってファイル名の順番が変わっ
た第１画像、およびこの第１画像を区切る第２画像に、連続する新たなファイル名を付与
する。例えば、図６（ａ）に示すように、１日目に使用者が被写体像を２枚撮影して、第
１画像生成手段によってファイル名が0001.jpgおよび0002.jpgの第１画像が生成された後
、２日目に被写体像を１枚撮影して第１画像生成手段によってファイル名が0003.jpgの第
１画像が生成された場合、メモリーカード２６には同図に示すように各画像ファイルが並
ぶ。この状態で、Ｓ２２の処理において、第２画像生成手段によって日付画像が重畳した
第２画像が生成されると、Ｓ２４の処理によってファイル名が0004.jpgの第２画像が、図
６（ｂ）に示すように複数の第１画像を日付で区切る位置に記録される。ここで、Ｓ２５
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のファイル名付与処理が行われると、ファイル名を付与する付与手段により、図６（ｃ）
に示すように、ファイル名が0003.jpgの第１画像のファイル名が0004.jpgへ変更され、日
付画像を重畳した第２画像のファイル名が0004.jpgから0003.jpgへ変更される。次に、Ｃ
ＰＵ１１は、日付画像を重畳した第２画像を生成したので、日付フラグを１に設定する（
図３，Ｓ２６参照）。
【００５２】
　各撮影日が同じでＳ２１の判別が“ＹＥＳ”である場合、または、Ｓ２６の処理を終え
ると、ＣＰＵ１１は、画像ファイルのヘッダ部に記録されたレンズ情報を参照して、前回
撮影してメモリーカード２６に記録された第１画像の最終コマの撮影に用いられた交換レ
ンズ２と、今回撮影した画像の撮影に用いられた交換レンズ２とが、同じであるか否かを
判別する（図４，Ｓ３１参照）。各交換レンズ２が違ってＳ３１の判別が“ＮＯ”である
場合、ＣＰＵ１１は、日付フラグが０であるか否かを判別する（Ｓ３２）。日付フラグが
１でＳ３２の判別が“ＮＯ”である場合、既に第２画像を生成しているので、メモリーカ
ード２６から日付画像を重畳した第２画像（日付入り区切り画像）を読み出す（Ｓ３３）
。また、日付フラグが０でＳ３２の判別が“ＹＥＳ”である場合、ＣＰＵ１１は、撮像素
子駆動回路１９に駆動指示を出力し（Ｓ３４）、シャッター１７が閉じた状態で撮像素子
１８から得られる撮像信号によって黒色の第２画像を生成する。
【００５３】
　次に、ＣＰＵ１１は、Ｓ３３またはＳ３４の処理の後、第２画像にレンズ情報画像を重
畳する（Ｓ３５）。レンズ情報画像は、Ｓ２の処理によって得られたレンズ情報を表す画
像で、黒色の第２画像に重畳すると、日付フラグが０の場合には、例えば、図５(ｂ)に示
すような、撮影機材情報が、黄色の文字で表された「開放絞り値Ｆ２.8，焦点距離３５～
７０mm」として重畳した第２画像が生成される。なお、撮影機材情報としてレンズの型番
情報などを用いてもよい。また、日付フラグが１の場合には、例えば、図５(ｃ)に示すよ
うな、黒地に白抜き文字で表された生成日情報（０８年０１月２３日）、および黄色の文
字で表された撮影機材情報（開放絞り値Ｆ２.8，焦点距離３５～７０mm）が重畳した第２
画像が生成される。なお、生成日情報と撮影機材情報とは同じ色で表現されていてもよい
。また、第２画像の背景を特定の色にしたり、また第２画像の縁取りを特定の色にした構
成であってもよい。
【００５４】
　次に、ＣＰＵ１１は、画像ファイル記録指示を行う（Ｓ３６）。この処理において、日
付フラグが０の場合には、図５（ｂ）に示すように生成した第２画像をメモリーカード２
６に記録し、複数の第１画像を第２画像によって交換レンズ２の種類毎に区切る。また、
日付フラグが１の場合には、図５（ｃ）に示すように生成した第２画像をメモリーカード
２６に記録し、複数の第１画像を第２画像によって日付で区切る。次に、ＣＰＵ１１は、
日付フラグが０であるか否かを判別する（Ｓ３７）。この判別が“ＹＥＳ”である場合、
ＣＰＵ１１は、メモリーカード２６に記録された第１画像および第２画像に対して、Ｓ２
５の処理と同様なファイル名付与処理を行う（Ｓ３８）。一方、Ｓ３７の判別が“ＮＯ”
である場合、または、Ｓ３８の処理を終えると、ＣＰＵ１１は、本処理を終了する。
【００５５】
　図７および図８は、被写体像を連写撮影する際にＣＰＵ１１によって行われる処理の概
略を示すフローチャートである。なお、図７において、図２と同一または相当する処理に
は同一ステップ番号を付して、その説明は省略する。
【００５６】
　まず、連写撮影に先立ち、使用者は、表示部１０に表示される設定メニューを操作する
ことにより、デジタルカメラ１の撮影モードを連写モードに設定し、連写撮影機能を有効
にする。次に、ＣＰＵ１１は、連写カウンタを初期値である０にリセットする（図７，Ｓ
４１参照）。連写カウンタは、連写撮影によって取得される第１画像の数を計数するカウ
ンタである。次に、レーリーズボタン２が使用者によって全押しされると、連写撮影が開
始される。連写撮影が開始されると、ＣＰＵ１１は、Ｓ２～Ｓ１１で示す処理を図２に示



(13) JP 2010-50705 A 2010.3.4

10

20

30

40

50

すフローチャートと同様にして行い、撮影した被写体像を第１画像としてメモリーカード
２６に記録する。
【００５７】
　その後、ＣＰＵ１１は、第１画像を１枚取得したのに伴い、連写カウンタを１だけイン
クリメントする（図８，Ｓ５１参照）。次に、ＣＰＵ１１は、レリーズボタン９の全押し
が解除され、連写撮影が終了されたか否かを判別する（Ｓ５２）。この判別が“ＮＯ”で
ある場合、処理はＳ２に戻り、Ｓ２～Ｓ１１およびＳ５１，Ｓ５２の処理が繰り返されて
、２枚目以降の連写撮影が行われる。レリーズボタン９の全押しが解除されてＳ５２の判
別が“ＹＥＳ”になると、ＣＰＵ１１は、連写撮影において撮影された第１画像の枚数を
示す連写カウンタが２以上であるか否かを判別する（Ｓ５３）。撮影された第１画像の枚
数が２枚以上であってこの判別が“ＹＥＳ”である場合、ＣＰＵ１１は、次に、撮像素子
駆動回路１９に対してＣＣＤ駆動指示を出力し（Ｓ５４）、シャッター１７が閉じた状態
で撮像素子１８から得られる撮像信号によって黒色の第２画像を生成する。引き続き、Ｃ
ＰＵ１１は、この第２画像を複製して同じ第２画像を区切り画像として２枚生成し（Ｓ５
５）、画像ファイル記録指示を行って（Ｓ５６）、連写によって得られた連続する複数の
第１画像を第２画像で区切ってメモリーカード２６に記録する。
【００５８】
　次に、ＣＰＵ１１は、ファイル名付与処理を行う（Ｓ５７）。本実施形態では、ＣＰＵ
１１は、ファイル名の順番が、複製された第２の画像が、連続する複数の第１画像の前お
よび後になるファイル名を付与する。例えば、使用者が連写撮影において連続する３枚の
被写体像を写して、図９（ａ）に示すように第１画像生成手段によってファイル名が0001
.jpg～0003.jpgの３枚の第１画像が生成された場合、同図に示すようにメモリーカード２
６には３枚の第１画像が並ぶ。この状態で、Ｓ５４の処理によって区切り画像である第２
画像が第２画像生成手段により生成されると、Ｓ５５の処理によってこの第２画像が図９
（ｂ）に示すように２枚に複製される。そして、Ｓ５６の処理により、図９（ｃ）に示す
ように、３枚の連続する第１画像の前および後に複製された第２画像が記録される。その
後、Ｓ５７のファイル名付与手段により、図９（ｄ）に示すように、ファイル名を付与す
る付与手段により、この２枚の第２画像に対して0001.jpg、0005.jpgのファイル名が付与
され、３枚の第１画像のファイル名0001.jpg～0003.jpgが、0002.jpg～0004.jpgへ変更さ
れる。その後、図８において、ＣＰＵ１１は、Ｓ５３の判別が“ＮＯ”である場合、また
はＳ５７の処理を終えると、本処理を終了する。
【００５９】
　図１０および図１１は、動画撮影した第１画像に対して音声を関連付けて記録する際に
、ＣＰＵ１１によって行われる処理の概略を示すフローチャートである。なお、図１０に
おいて、図２と同一または相当する処理には同一符号を付して、その説明は省略する。
【００６０】
　まず、動画撮影に先立ち、使用者は、表示部１０に表示される設定メニューを操作する
ことにより、デジタルカメラ１の撮影モードを動画撮影モードに設定し、動画撮影機能を
有効する。次に、ＣＰＵ１１は、Ｓ２～Ｓ１１で示す処理を図２に示すフローチャートと
同様にして行う。ただし本処理では、Ｓ９のＣＣＤ駆動処理指示により、撮像素子１８お
よび撮像素子駆動回路１９によって動画像が第１画像として取得され、取得された動画像
がメモリーカード２６に記録される。
【００６１】
　その後、ＣＰＵ１１は、撮影した動画像の最後のコマをフリーズ画像として表示部１０
に表示する（図１１，Ｓ６１参照）。次に、ＣＰＵ１１は、撮影した動画像に関連付けて
音声を録音する否かを表示部１０に表示し、使用者に音声を録音するかどうかについて質
問する（Ｓ６２）。この判別が“ＹＥＳ”である場合、ＣＰＵ１１は、マイク２４を介し
て取得される音声を録音し（Ｓ６３）、音声ファイルを生成する（Ｓ６４）。次に、ＣＰ
Ｕ１１は、作成した音声ファイルにファイル名を付与し（Ｓ６５）、メモリーカード２６
に保存する（Ｓ６６）。音声ファイルのファイル名は、第１画像のファイル名と拡張子以
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外のファイル名が同一にされて付与される。例えば、すでに撮影した第１画像のファイル
名が0001.jpgの場合、音声ファイルのファイル名は、例えば0001.wavとなる。次に、ＣＰ
Ｕ１１は、撮像素子駆動回路１９にＣＣＤ駆動指示を出力し（Ｓ６７）、シャッター１７
が閉じた状態で撮像素子１８から得られる撮像信号によって黒色の第２画像を生成する（
Ｓ６７）。本実施形態では、ＣＰＵ１１は、録音した音声を文字に変換し、第２画像に重
畳する。次に、ＣＰＵ１１は、画像ファイル記録指示を行い（Ｓ６８）、第２画像を、音
声が録音された第１画像の後になるように、メモリーカード２６に記録する（Ｓ６８）。
Ｓ６２の判別が“ＮＯ”である場合、またはＳ６８の処理を終えると、ＣＰＵ１１は、本
処理を終了する。
【００６２】
　図１２は、上記のようにして生成された第１画像および第２画像をサムネイル画像にし
て外部モニタに表示させた図である。
【００６３】
　第１画像および第２画像を含むサムネイル一覧画像は、例えば、同図（ａ）に示すよう
に、デジタルカメラ１の表示部１０、およびデジタルカメラ１とケーブルを介して接続さ
れたテレビ３１に表示される。また、第１画像および第２画像が保存されたメモリカード
２６を同図（ｂ）に示すパソコン３２の本体３２ａに挿入し、パソコン３２にインストー
ルしたビュアソフトを用いることにより、第１画像および第２画像を含むサムネイル一覧
画像がモニタ３２ｂに表示される。同図（ａ）および（ｂ）において、黒い画像が第２画
像であり、複数表示されている第１画像の区切りとなっている。
【００６４】
　このような本実施形態によるデジタルカメラ１によれば、第１画像生成手段によって生
成された複数の第１画像は、図３，Ｓ２４および図４，Ｓ３６の処理において、記憶手段
により、第２画像生成手段によって生成された黒色の第２画像で区切られてメモリーカー
ド２６に記憶される。このため、撮影された複数の第１画像は、第２画像に基づいて、デ
ジタルカメラ１によって自動的に分類され、グループ化されて整理される。従って、使用
者は、撮影した複数の第１画像を分類して整理するため、従来のように、自ら空取りを行
うことによって撮影した複数の第１画像の区切りとなる画像を作成して、複数の第１画像
を分類する必要はない。このため、既に撮影した複数の画像を分類する手間がかからなく
なり、撮影した画像データの分類および整理のうえで利便性が向上する。また、使用者は
、撮影した複数の第１画像の中から第２画像を確認することにより、撮影した複数の第１
画像を、第２画像で区切られたグループごとに認識することで、一目で容易に複数の画像
全体を把握することができ、また、所望の特定の画像を容易かつ迅速に、検索して発見す
ることができる。また、従来の特許文献１に開示されたカメラのように、複数の画像を分
類する複雑なアルゴリズムを実現するシステムも必要なく、安価にデジタルカメラ１を構
成できる。
【００６５】
　また、本実施形態によるデジタルカメラ１によれば、図３，Ｓ２１の判別処理で、第１
画像生成手段によって前回生成された第１画像の生成日と今回生成された第１画像の生成
日とが異なる場合には、第１画像生成手段によって生成された複数の第１画像は、図３，
Ｓ２４の処理において、記憶手段により、第２画像生成手段によって生成された第２画像
で区切られてメモリーカード２６に記憶され、時系列に自動的に分類される。このため、
従来のように、使用者が自ら時系列に空取りを行うことにより、撮影した複数の第１画像
を時系列に分類する手間は必要なくなる。
【００６６】
　また、図４，Ｓ３１の判別処理で、第１画像生成手段によって前回生成された時に用い
られた交換レンズ２と今回生成された時に用いられた交換レンズ２とが異なる場合には、
第１画像生成手段によって生成された複数の第１画像は、図４，Ｓ３６の処理において、
記憶手段により、第２画像生成手段によって生成された第２画像で区切られてメモリーカ
ード２６に記憶され、交換レンズ２ごとに自動的に分類される。このため、従来のように
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、使用者が交換レンズ２を交換するごとに自ら空取りを行うことにより、撮影した複数の
第１画像を交換レンズ２ごとに分類する手間は必要なくなる。
【００６７】
　また、本実施形態によるデジタルカメラ１によれば、図３，Ｓ２１の判別処理で、第１
画像生成手段によって前回生成された第１画像の生成日と今回生成された第１画像の生成
日とが異なる場合には、撮影された複数の第１画像は、図３、Ｓ２４の処理において、記
憶手段により、図３，Ｓ２３の処理によって生成された生成日情報を含んだ第２画像（図
５（ａ）参照）で区切られてメモリーカード２６に記憶される。このため、撮影された複
数の第１画像は図６に示すように生成日ごとに自動的に分類され、使用者は、撮影した複
数の第１画像の中から第２画像に表示された生成日を確認することにより、撮影した複数
の第１画像を生成日ごとに一目で容易に把握することができる。
【００６８】
　また、図４，Ｓ３１の判別処理で、第１画像生成手段によって前回生成された時に用い
られた交換レンズ２と今回生成された時に用いられた交換レンズ２とが異なる場合には、
撮影した複数の第１画像は、図４，Ｓ３６の処理において、記憶手段により、図４，Ｓ３
５の処理によって生成された交換レンズ情報を含んだ第２画像（図５（ｂ）参照）で区切
られてメモリーカード２６に記憶される。このため、撮影された複数の第１画像は交換レ
ンズ２ごとに自動的に分類され、使用者は、撮影した複数の第１画像の中から第２画像に
表示された交換レンズ情報を確認することにより、撮影した複数の第１画像を撮影に用い
た交換レンズ２ごとに一目で容易に認識することができる。
【００６９】
　また、本実施形態によるデジタルカメラ１によれば、図３，Ｓ２１の判別処理で、第１
画像生成手段によって前回生成された第１画像の生成日と今回生成された第１画像の生成
日とが異なり、かつ、図４，Ｓ３１の判別処理で、第１画像生成手段によって前回生成さ
れた時に用いられた交換レンズ２と今回生成された時に用いられた交換レンズ２とが異な
る場合には、図４，Ｓ３６の処理において、記憶手段により、図４，Ｓ３３およびＳ３５
の処理によって生成された生成日情報および撮影機材情報を含んだ第２画像（図５（ｃ）
参照）で生成日ごとまたは交換レンズ２ごとに区切られて、メモリーカード２６に記憶さ
れる。このため、撮影された複数の第１画像は、生成日情報および撮影機材情報を含んだ
第２画像で生成日ごとまたは交換レンズ２ごとに自動的に区切られて分類され、使用者は
、撮影した複数の第１画像の中から第２画像に表示された生成日情報または撮影機材情報
を確認することにより、撮影した複数の第１画像を生成日ごとまたは交換レンズ２ごとに
一目で容易に認識することができる。
【００７０】
　また、本実施形態によるデジタルカメラ１によれば、使用者は、異なる色で表現される
、白色で表される第２画像の生成日情報と黄色で表される撮影機材情報とを一目で識別す
ることができ、撮影した複数の第１画像を生成日ごとまたは交換レンズ２ごとに分類して
容易に把握することができる。
【００７１】
　また、本実施形態によるデジタルカメラ１によれば、図３，Ｓ２５および図４，Ｓ３８
の処理において、付与手段により、第１画像と、この第１画像を区切る第２画像とに連続
する新たなファイル名が付与されるため、第２画像で区切られることによって順番が変わ
った各画像のファイル名は、自動的に並び替えられた状態となる（図６参照）。このため
、第２画像が後から複数の第１画像に挿入されても、使用者は自らファイル名を付与し直
す操作を行う必要がなく、利便性が向上し、また、ファイル名の順序を頼りに所望の画像
を検索することが容易となる。
【００７２】
　また、本実施形態によるデジタルカメラ１によれば、図７並びに図８，Ｓ５１およびＳ
５２の処理により、第１画像生成手段によって連写撮影が行われて連続する複数の第１画
像が生成される。そして、図８，Ｓ５３の判別が“ＹＥＳ”になって第２画像生成判断手
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段によって第２画像を生成する判断がされた場合に、図８，Ｓ５４の処理において第２画
像生成手段によって第２画像が生成されて、図８，Ｓ５６の処理において、記憶手段によ
り、連続する複数の第１画像の前および後に複製された第２画像が記憶される（図９（ｃ
）参照）。その後、図８，Ｓ５７の処理において、付与手段により、ファイル名の順番が
、複製された第２の画像が、連続する複数の第１画像の前および後になるファイル名が付
与される（図９（ｄ）参照）。このため、使用者は、撮影した複数の第１画像の中から第
２画像を確認することにより、その第２画像で挟まれた画像が、連写撮影によって撮影し
た連続する複数の第１画像であること容易に認識することができ、連写撮影した画像群を
一目で容易に把握することができる。
【００７３】
　また、本実施形態によるデジタルカメラ１によれば、使用者は、図１１，Ｓ６２および
Ｓ６３の処理で、撮影した複数の第１画像のうち、第２画像を挿入したい位置の第１画像
に音声認識手段によって音声を関連づけることにより、図１１，Ｓ６８の処理によって所
望の位置に第２画像が挿入されるため、撮影した複数の第１画像を使用者独自に分類およ
び整理することができる。また、使用者は、第１画像に関連付けられた音声を聞くことに
より、第２画像によって区切られた第１画像のグループの内容を識別することができる。
【００７４】
　また、撮影した複数の第１画像は、図１１，Ｓ６８の処理において、記憶手段により、
図１１，Ｓ６７の処理で生成された、音声から変換された文字を含んだ第２画像で区切ら
れて、メモリーカード２６に記憶される。このため、使用者は、第１画像に関連付けられ
た音声の内容を、聴覚で聞くことなく、第２画像に表示される文字で視覚的に認識できる
ため、第２画像によって区切られた第１画像のグループの内容をより容易に識別すること
ができる。
【００７５】
　また、本実施形態によるデジタルカメラ１によれば、図３，Ｓ２２、図４，Ｓ３４の処
理等において、第２画像生成手段によって第２画像が生成される際、撮像素子１８に入射
する被写体光がシャッター１２によって遮られるため、第２画像は黒い画像として生成さ
れる。このため、撮影された複数の第１画像は、黒い第２画像によって一目で容易に区切
りを認識できる。
【００７６】
　なお、本実施形態において、第２画像生成手段は、シャッター１７が閉じた状態で撮像
素子１８から得られる撮像信号によって第２画像を生成する構成であったが、撮像素子１
８を用いずに所定の画像データに基づいて、ＣＰＵ１１が第２画像を生成する構成であっ
てもよい。本構成によれば、使用者は、使用者の好みに応じた画像を所定の画像データと
して記憶手段に記憶しておくことにより、撮影した複数の第１画像に対して、使用者の好
みに応じた画像を第２画像として挿入できる。このため、使用者は、撮影した複数の第１
画像を使用者の好みに応じた態様で分類および整理することができる。
【００７７】
　また、本実施形態において、デジタルカメラ１は、第１画像生成手段によって連写撮影
が行われて連続する複数の第１画像が生成された場合、連続する複数の第１画像の前およ
び後に複製した第２画像を記憶する構成であったが、連続する複数の第１画像の前や後の
いずれか一方に第２画像を記憶する構成であってもよい。本構成によれば、記憶手段によ
って連続する複数の第１画像の前または後に第２画像が記憶された後に、付与手段により
ファイル名の順番が、第２の画像が、連続する複数の第１画像の前または後になるファイ
ル名が付与される。このため、使用者は、撮影した複数の第１画像の中から第２画像を確
認することにより、その第２画像以降、または第２画像以前の画像が、連写撮影によって
撮影した連続する複数の第１画像であることを容易に認識することができ、連写撮影した
画像群を一目で容易に把握することができる。
【００７８】
　また、第２画像生成手段は、無線モジュール３１によって得られた無線情報、例えば無
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線ＬＡＮによって得られた情報を含む第２画像を生成する構成であってもよい。本構成に
よれば、記憶手段が、第１画像を無線情報を含む第２画像で区切ってメモリーカード２６
に記録するため、撮影した複数の第１画像が無線情報に基づいて自動的に分類され、グル
ープ化されて整理される。
【００７９】
　また、第２画像生成手段は、ＧＰＳモジュール１５によって得られたＧＰＳ情報を含む
第２画像を生成する構成であってもよい。本構成によれば、記憶手段が、第１画像をＧＰ
Ｓ情報を含む第２画像で区切ってメモリーカード２６に記録するため、撮影した複数の第
１画像がＧＰＳ情報に基づいて自動的に分類され、グループ化されて整理される。
【００８０】
　また、ＷｅｂからＷｅｂ画像を取得するＷｅｂ画像取得手段を備え、第２画像生成手段
は、Ｗｅｂ画像取得手段によって取得されたＷｅｂ画像を含む第２画像を生成する構成で
あってもよい。本構成によれば、記憶手段が、第１画像をＷｅｂ画像を含む第２画像で区
切ってメモリーカード２６に記録するため、撮影した複数の第１画像がＷｅｂ画像に基づ
いて自動的に分類され、グループ化されて整理される。
【００８１】
　また、本実施形態において、第２画像生成判断手段が、第１画像生成手段によって前回
生成された第１画像の生成日と今回生成された第１画像の生成日とが異なる場合に、第２
画像を生成する判断をする構成であったが、第２画像生成判断手段が、予め設定した特定
の時間に第２画像を生成する判断をする構成であってもよい。
【００８２】
　また、本実施形態において、撮影機材は交換レンズ２である構成であったが、撮影機材
は交換レンズ２に限らず、例えば、デジタルカメラ１に装着するその他の機材であっても
よい。
【産業上の利用可能性】
【００８３】
　上記実施形態においては、本発明のカメラをデジタルカメラに適用した場合について説
明したが、ビデオカメラや、携帯電話等に内蔵されるカメラ等の他のカメラにも適用する
ことが可能である。このようなカメラに本発明を適用した場合においても、上記実施形態
と同様な作用効果が奏される。
【図面の簡単な説明】
【００８４】
【図１】本発明の最良の実施の形態によるデジタルカメラの構成の概略を示すブロック図
である。
【図２】本実施の形態によるデジタルカメラで被写体像を撮影する際に行われる処理の概
略を示す第１のフローチャートである。
【図３】図２に示す第１のフローチャートに続く第２のフローチャートである。
【図４】図３に示す第２のフローチャートに続く第３のフローチャートである。
【図５】本実施の形態によるデジタルカメラで生成された第２画像の具体例を示す図であ
る。
【図６】本実施の形態によるデジタルカメラで生成された第１画像および第２画像に対し
て、ファイル名を付与する付与手段の処理を示す図である。
【図７】本実施の形態によるデジタルカメラで被写体像を連写撮影する際に行われる処理
の概略を示す第１のフローチャートである。
【図８】図７に示す第１のフローチャートに続く第２のフローチャートである。
【図９】本実施の形態によるデジタルカメラで連写撮影によって生成された画像に対して
、ファイル名を付与する付与手段の処理を示す図である。
【図１０】本実施の形態によるデジタルカメラで撮影した第１画像に音声を関連付ける際
に行われる処理の概略を示す第１のフローチャートである。
【図１１】図１０に示す第１のフローチャートに続く第２のフローチャートである。
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【図１２】本実施の形態によるデジタルカメラで生成された第１画像および第２画像をモ
ニタに表示させた図である。
【符号の説明】
【００８５】
　１…デジタルカメラ　
　２…交換レンズ
　３…本体
　４…エンコーダー
　５…レンズ
　６…絞り
　７…レンズ・絞り用駆動モータ
　８…レンズ・絞り用駆動制御回路
　９…レリーズボタン
　１０…表示部
　１１…ＣＰＵ
　１２…クイックリターンミラー
　１３…ペンタプリズム
　１４…ハーフミラー
　１５…測光部　
　１６…ファインダー
　１７…シャッター
　１８…撮像素子
　１９…撮像素子駆動回路
　２０…レンズ情報回路
　２１…焦点検出装置
　２２…ＧＰＳモジュール　
　２３…音声処理回路
　２４…マイク
　２５…カードエンターフェイス
　２６…メモリーカード
　２７…画像表示回路
　２８…画像処理回路　
　２９…画像メモリ
　３０…画像圧縮部
　３１…無線モジュール
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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